
第

千

九

百

八

十

六

号

平

成

二

十

年

九

月

三

十

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

管

財

課)

六
五
五
ペ
ー
ジ

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

六
五
五

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

六
五
六

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

六
五
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

六
五
七

公
安
委
員
会
告
示

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(
交
通
企
画
課)

六
五
八

訓

令

甲

○
岐
阜
県
電
子
計
算
組
織
の
運
営
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

(

情
報
企
画
課)
六
五
九

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

六
五
九

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

六
五
九

規

則

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
六
号

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中｢

五
年｣

を｢

建
物
に
あ
つ
て
は
毎
年
、
そ
の
他
の
公
有
財
産
に
あ
つ
て
は

三
年｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
最
初
の

公
有
財
産
の
評
価
及
び
台
帳
価
格
の
改
定
は
、
建
物
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
の
、
そ

の
他
の
公
有
財
産
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
の
現
況
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も

の
と
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

平成20年９月30日 岐 阜 県 公 報 第１９８６号( 655 )
�

�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日



映
画

種
類

愛
人
熟
女
肉
奴
隷
従
縄
責
め

桃
香
ク
リ
ニ
ッ
ク
へ
よ
う
こ
そ

浮
気
相
姦
図
の
け
ぞ
り
逆
愛
撫

A あV ぶな
い
奴
ら

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
母
性
愛
の
女
昼
間
か
ら
し
た
い
！
〉

母
性
愛
の
女
昼
間
か
ら
し
た
い
！

好
き
も
の
家
系
と
ろ
け
て
濡
れ
る

題
名

等

オ
ー
ピ
ー
映
画

ア
ッ
プ
リ
ン
ク

オ
ー
ピ
ー
映
画

ア
ッ
プ
リ
ン
ク

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

環

状
線

路
線
名

岐
阜
市
正
木
中
二
丁
目
一
一

〇
番
地
先
か
ら

同

市
同

四
丁
目
二
〇

二
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
20年
９
月
30日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

瑞
浪
市
日
吉
町
字
奥
ノ
田
二
〇
五
八
の
一
の
二
・
二
〇
五
八
の
七
・
二
〇
五
八
の
一
一
・
二
〇
五

八
の
一
二
・
二
〇
五
八
の
一
九
・
二
〇
五
八
の
二
六(

以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。)

、
二
〇
五
八
の
八
、
二
〇
五
八
の
一
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

鉱
業
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
瑞
浪
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

岐

阜

環

状
線

路
線
名

岐

阜

大

野
線

路
線
名

岐
阜
市
正
木
中
二
丁
目
一
一
〇
番

地
先
か
ら

同

市
同

四
丁
目
二
〇
二
番

地
先
ま
で

区

間

岐
阜
市
正
木
中
四
丁
目
二
〇

三
番
地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

岐

阜

大

野
線

路
線
名

区

間

岐
阜
市
正
木
中
四
丁
目
二
〇
三
番

地
先
地
内

区

間
区
域
変
更
前
後
別 ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)備

考

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類 県

道

路
線
名

白

山

美

濃
線

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
浦

山
二
六
五
四
番
五
地
先
か
ら

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
浦

山
二
六
五
四
番
五
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
一
地
先

ま
で 区

間

郡
上
市
美
並
町
白
山
字
中
切

一
六
六
一
番
の
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
六
六
二
番
地
先
ま
で

郡
上
市
美
並
町
白
山
字
下
切

一
八
一
三
番
の
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
中
切

一
五
九
〇
番
の
一
地
先
ま
で

郡
上
市
美
並
町
白
山
字
中
切

一
六
六
一
番
の
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
六
六
二
番
地
先
ま
で

Ａ
前
Ａ

区
域
変
更
前
後
別

Ａ
後

Ｂ
前
Ａ�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･��〜��･� ��･����･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･����･� ��･�
Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

県
道

可

児

金

山
線

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
古

ナ
ギ
二
七
七
三
番
一
地
先
地

内 加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
六
二
番
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
古

ナ
ギ
二
七
七
三
番
一
地
先
ま

で 加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
一
地
先

か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

二
六
六
二
番
地
先
ま

で 同

郡
同

町
同

字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
一
地
先

ま
で

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
寺

前
下
二
一
〇
八
番
一
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
下

モ
切
平
二
六
五
六
番
一
地
先

ま
で

後 前 Ｃ
後

Ｄ
前
Ｃ 後 前 後

Ｂ�･�〜��･� �･�〜�･� �･�〜�･���･�〜��･� �･�〜�･� �･�〜��･� �･�〜�･� ��･�〜��･���･� ��･� ���･����･� ���･� ��･� ��･� ���･�
Ｃ
及
び

Ｄ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
号

道
路
交
通
法(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第
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岐
阜
北
警
察

署
管
轄
区
域

活
動
区
域

大

野

碩

計

氏

名

岐
阜
市
安
食

住

所

平
成
二
十
年

九
月
一
日

委
嘱
年
月
日

公

示

ジ
ャ
ス
コ
各
務
原
店
薬
局

名

称

市
橋
調
剤
薬
局

ジ
ャ
ス
コ
大
垣
店
薬
局

ジ
ャ
ス
コ
各
務
原
店
薬
局

名

称

各
務
原
市
那
加
萱
場
町
三
―
八

所

在

地

岐
阜
市
市
橋
六
―
一
―
一
四

大
垣
市
外
野
二
―
一
〇
〇

各
務
原
市
那
加
萱
場
町
三
―
八

所

在

地

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･�･�� 辞

退

年
月
日

平
成

��･�･� 同 平
成
��･�･�� 指

定

年
月
日

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

鈴

木

嘉

進

委
嘱
し
た
委
員

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
電
子
計
算
組
織
の
運
営
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
電
子
計
算
組
織
の
運
営
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

岐
阜
県
電
子
計
算
組
織
の
運
営
に
関
す
る
規
程(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
二
号)

は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)
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ジ
ャ
ス
コ
大
垣
店
薬
局

大
垣
市
外
野
二
―
一
〇
〇

同

同
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平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
印
刷

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


